
 

 

 公募書類  

2026年 4月 2日 

日本機械輸出組合 

貿易関連制度グループ 

 

日機輸・令和 9年度税制改正要望作成等に係るアドバイザリー・支援業務に関する公募要領 

 

１．公募の背景・目的 

当組合は、輸出秩序を確立し、機械輸出貿易の健全な発展を図るという設立目的に照ら

して、会員企業の海外事業活動の円滑化、国際税務負担の軽減など国際的な税実務の合

理化等を図ることを目的として毎年、日本政府（経済産業省）に対し、国際租税制度に関する

税制改正要望を提出している。 

令和 9 年度税制改正要望の作成にあたっては、国際課税ルール（BEPS）に関し、グローバ

ル・ミニマム課税の制度設計を巡る国際的な動向（OECD/G20 BEPS 包摂的枠組み）と我が国

を含む各国国内法への導入に伴う国際課税制度の簡素化・適正化の実現、外国子会社合算

税制（CFC税制）の見直し、租税条約の整備・改善を中心に要望を行うこととしたい。 

ついては、当組合の税制改正要望に係るロジックの裏付け、レビュードラフトの作成等に関し

て、専門家の助言・支援を公募する。 

 

２．上記に係る関連項目 

 

（１） 2026年 4月から 7月（「令和 9年度税制改正要望書」の作成・提出）までの業務 

１） 会員企業より税制改正要望を収集する際のアンケートのレビュー 

２） 税制改正要望書のとりまとめをサポート 

①事務局で整理した文書ドラフトのチェック、文書の校正 

②企業委員有志会議（コアメンバーとの協議）に参加、助言指導 

③経済産業省に提出する税制改正要望書（最終稿）のチェック、文書の校正 

 

（２） 2026年 8月から 12月（「令和 9年度税制改正大綱」の公表）までの業務 

１） 経済産業省、経団連、OECD等からの情報収集 

２） 税制改正要望書提出後のフォローアップ 

 

（３） 2027年 1月から 2月（「令和 10年度税制改正要望」作成を実施する場合）の業務 

「令和 10年度税制改正要望」に関するアンケート調査票、記入要領の作成に係る助言指導 

 

３．審査基準 

・申請者は本事業を遂行するために必要な知識・ノウハウを有していること。 

・提案内容は、上記目的を満たすこと。 

・実施体制、実施スケジュール、見積明細等が明確になっており、事業を効率的に実施できる

体制を有すること。  
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４．委託契約の条件 

・委託金額 ： １,800,000円（消費税を除く） 

・契約期間 ： 契約日から 2027年 2月 28日まで 

・提 出 物 ： 電子データ等でのレビュードラフトの提出、各相談に対する各種助言 等 

 

５．応募資格 

下記の要件をすべて満たす法人または個人とする。 

・当該事業に関するノウハウと調査実績等を有し、かつ、事業の達成に必要な組織体制を有

していること。 

・当該事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、十分な管理能力を有して

いること。 

・日本機械輸出組合が提示する委託契約書の内容に同意できること。 

 

６．公募期間 

2026年 4月 2日～4月 10日（期限内に必着のこと） 

 

７．応募方法 

応募書類（応募書類・企画書）をダウンロード（WORD形式はこちら、PDF形式はこちら）し、 

必要事項をご記入のうえ、以下の添付資料とともに E メールまたは郵送により提出してください。 

応募内容について、ヒアリングをさせていただくことがあります。受理した書類は返却できま

せんのでご了承ください（提出された応募書類については、当組合の規定により、個人情報及

び機密の保持に十分配慮します）。提出された本書類の作成費用は支給いたしません。 

 

（添付する資料） 

企業または個人概要、調査・研究実績、経歴等（HPに掲載されている場合は、同 HPの URL） 

 

８．審査結果 

2026年 4月中（予定） 

当組合ホームページに公表するとともに、応募者全員に通知します。 

 

９．申請書類の提出先及び問合せ先 

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 401号室 

担当： 貿易関連制度グループ 長岡 

E メール： nagaoka@jmcti.or.jp 

TEL： 03-3431-9230 

以上 

https://www.jmcti.org/koubo/chosa_koubo.docx
https://www.jmcti.org/koubo/chosa_koubo.pdf

